
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会報告資料 
 

 

 

令和５年１月１６日 
 

 

 

報告事項件名                                 頁 

 

１ 「足立区投票における諸課題解決に向けた基本方針」（案）の策定に伴う 

パブリックコメントの実施結果及び意見に対する区の考え方について・・２ 

 

２ 衆議院議員選挙小選挙区の区割り改定について・・・・・・・・・・・・４ 

 

３ 令和５年足立区議会議員・足立区長選挙の概要について・・・・・・・１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（選挙管理委員会事務局） 
 

 



 

２ 

総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１６日 

件  名 
「足立区投票における諸課題解決に向けた基本方針」（案）の策定に伴う

パブリックコメントの実施結果及び意見に対する区の考え方について 

所管部課 選挙管理委員会事務局 

内  容 

 

１ 実施期間 

  令和４年１１月１日（火）から令和４年１１月３０日（水）まで 

 

２ 意見提出数 

２件（２名） 

 

３ 意見の構成  

内容 件数 

Ⅲ 諸課題解決に向けた基本的な考え 

３ 当日投票所・投票区に関すること 

 

２件 

  

４ 意見に対する区の考え方  

別紙のとおり  

 

５ 今後の予定 

  年月 内容 

令和５年１月 パブリックコメントに対する区の考え方を

公表 

（区ホームページ、担当課窓口にて閲覧及び

配布） 

令和５年２月 選挙管理委員会で基本方針策定 

令和５年２月 総務委員会で基本方針策定を報告 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

 
投票環境の改善や、投票率向上に向けた諸課題解決のための基本方針

策定に向け、引き続き手続きを進めていく。 

 

 

 

 



 

３ 

 

 

 

 

 

「足立区投票における諸課題解決に向けた基本方針」（案）に関する意見の概要およ

び区(選挙管理委員会)の考え方 

 

No 意見の概要 区(選挙管理委員会)の考え方 

Ⅲ 諸課題解決に向けた基本的な考え 

３ 当日投票所・投票区に関すること 

１ 当日投票所の場所を、もっと近く

の施設に変えてほしい。（２件） 

投票所の設置場所については、町丁目を

基本として、学区域、町会・自治会の区

域などを念頭に決めています。今後の見

直しについては、人口の動態、使用でき

る施設の場所等を考慮し、よりアクセス

しやすい投票所の設置に努めていきま

す。 

 

別紙 



 

４ 

総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１６日 

件  名 衆議院議員選挙小選挙区の区割り改定について 

所管部課 選挙管理委員会事務局 

内  容 

１ 概要 

公職選挙法の一部を改正する法律が、令和４年法律第８９号をもって令

和４年１１月２８日に公布され、同年１２月２８日から施行された。 

足立区においても、衆議院議員選挙の小選挙区が改定され、次の衆議院

議員総選挙から適用される（別紙１参照）。 

 

２ 足立区における区割り改定 

改定前の選挙区  

⇒ 

⇒ 

改定後の選挙区 

東京都第１２区 東京都第２９区 

東京都第１３区 東京都第１３区または 

東京都第２９区 

※ 東京都第２９区に変更となる区域は、別紙２のとおり。 

※ 東京都第１３区から東京都第２９区へ編入する投票区は、別紙３の 

 とおり（全１３投票区、一部編入となる投票区を含む）。 

 

３ 投票区域の変更が必要になる投票区 

区割りの改定により、第２３投票区（栗原小学校）には、東京都第１３

区と東京都第２９区の区域が含まれることになった。このため、第２３投

票区に関連する投票区域の変更を行うが、時期については混乱を避けるた

め、令和５年足立区議会議員・足立区長選挙後に行うこととする。 

投票区名 
投票所名 

（住所） 
投票区域 有権者数 

変更後の 

選挙区 

第２３ 

投票区 

栗原小学校 

(西新井栄町

2-10-18) 

西新井栄町一丁目 
6,699人 

東京都 

第１３区 西新井栄町二丁目 

栗原三丁目 3,183人 
東京都 

第２９区 

※ 有権者数は令和４年１２月１日現在 

 

 

 

 

 



 

５ 

４ 足立区の選挙区別有権者数（在外選挙人は除く） 

選挙区 改定前 改定後 増減 

東京都第１３区 481,834人 386,848人 △94,986人 

東京都第２９区 
 88,477人 

※第１２区の人数 
183,463人   94,986人 

【参考】 東京都第 29区荒川区有権者数  171,653人 

東京都第 29区有権者数     355,116人 

※ 有権者数はいずれも、令和４年１２月１日現在 

 

問 題 点 

今後の方針 

混乱を防止し円滑な投票が行われるよう、以下のとおり周知等を行う。 

・ ホームページやあだち広報等による周知 

・ 衆議院議員選挙時における、投票所入場整理券や選挙特報等による 

  周知 

・ 町会・自治会連合会および東京都第２９区に編入される地区の町会・ 

  自治会への説明 

・ 投票区域が変更になる栗原三丁目の有権者に対する、新投票区決定後 

の町会への回覧板および全戸への案内文の配布による周知 
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青井１丁目～６丁目、足立１丁目～４丁目、綾瀬１丁目～７丁目、梅島１丁目～３丁目、梅田１丁目～８丁目、大谷田１丁目～５

丁目、加平１丁目～３丁目、北加平町、栗原１丁目、栗原２丁目、弘道１丁目、弘道２丁目、佐野１丁目、佐野２丁目、島根１丁 

目～４丁目、神明１丁目～３丁目、神明南１丁目、神明南２丁目、関原１丁目～３丁目、千住１丁目～５丁目、千住曙町、千住

旭町、千住東１丁目、千住東２丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木１丁目、千住桜木２丁目、千住関屋町、 

千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町１丁目～３丁目、千住宮元町、千住元町、千住柳町、竹の塚１丁

目～７丁目、辰沼１丁目、辰沼２丁目、中央本町１丁目～５丁目、東和１丁目～５丁目、中川１丁目～５丁目、西綾瀬１丁目～４

丁目、西新井栄町１丁目、西新井栄町２丁目、西加平１丁目、西加平２丁目、西保木間１丁目～４丁目、花畑１丁目～８丁目、 

東綾瀬１丁目～３丁目、東保木間１丁目、東保木間２丁目、東六月町、一ツ家１丁目～４丁目、日ノ出町、平野１丁目～３丁

目、保木間１丁目～５丁目、保塚町、南花畑１丁目～５丁目、六木１丁目～４丁目、谷中１丁目～５丁目、柳原１丁目、柳原２丁 

目、六月１丁目～３丁目、六町１丁目～４丁目

伊興１丁目～５丁目、伊興本町１丁目、伊興本町２丁目、入谷１丁目～９丁目、入谷町、扇１丁目～３丁目、興野１丁目、興野 

２丁目、小台１丁目、小台２丁目、加賀１丁目、加賀２丁目、栗原３丁目、栗原４丁目、江北１丁目～７丁目、古千谷１丁目、古

千谷２丁目、古千谷本町１丁目～４丁目、皿沼１丁目～３丁目、鹿浜１丁目～８丁目、新田１丁目～３丁目、椿１丁目、椿２丁

目、舎人１丁目～６丁目、舎人公園、舎人町、西新井１丁目～７丁目、西新井栄町３丁目、西新井本町１丁目～５丁目、西伊興１

丁目～４丁目、西伊興町、西竹の塚１丁目、西竹の塚２丁目、東伊興１丁目～４丁目、堀之内１丁目、堀之内２丁目、宮城１丁

目、宮城２丁目、本木１丁目、本木２丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、谷在家１丁目～谷在家３丁目

足立区

第 1 3 区 の 区 域

第 2 9 区 の 区 域

７



衆議院議員選挙小選挙区の区割り改定に伴う足立区の変更区域 

第１２区の区域(町丁名) 

入谷一丁目～九丁目、入谷町、扇二丁目、小台一

丁目、小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、江

北一丁目～七丁目、皿沼一丁目～三丁目、鹿浜一

丁目～八丁目、新田一丁目～三丁目、椿一丁目、

椿二丁目、舎人一丁目～六丁目、舎人公園、舎人

町、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目 

宮城二丁目、谷在家二丁目、谷在家三丁目 

第２９区の区域(町丁名) 

伊興一丁目～五丁目、伊興本町一丁目、伊興本町

二丁目、入谷一丁目～九丁目、入谷町、扇一丁目

～三丁目、興野一丁目、興野二丁目、小台一丁目、

小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、栗原三丁

目、栗原四丁目、江北一丁目～七丁目、古千谷一

丁目、古千谷二丁目、古千谷本町一丁目～四丁目、

皿沼一丁目～三丁目、鹿浜一丁目～八丁目、新田

一丁目～三丁目、椿一丁目、椿二丁目、舎人一丁

目～六丁目、舎人公園、舎人町、西新井一丁目～

七丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目～

五丁目、西伊興一丁目～四丁目、西伊興町、西竹

の塚一丁目、西竹の塚二丁目、東伊興一丁目～四

丁目、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目、

宮城二丁目、本木一丁目、本木二丁目、本木東町、

本木西町、本木南町、本木北町、谷在家一丁目～

三丁目 

第１３区の一部区域(町丁名) 

伊興一丁目～五丁目、伊興本町一丁目、伊興本町

二丁目、扇一丁目、扇三丁目、興野一丁目、興野

二丁目、栗原三丁目、栗原四丁目、古千谷一丁目、

古千谷二丁目、古千谷本町一丁目～四丁目、西新

井一丁目～七丁目、西新井栄町三丁目、西新井本

町一丁目～五丁目、西伊興一丁目～四丁目、西伊

興町、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目、東伊興

一丁目～四丁目、本木一丁目、本木二丁目、本木

東町、本木西町、本木南町、本木北町、谷在家一

丁目 

区割り改定 

別紙２ 
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東京都第１３区から同第２９区へ編入する投票区一覧 

 

投票区名 投票所名(住所) 投票区域 有権者数 備考 

第１３投票区  
栗原北小学校 

(栗原 4-25-9)  

栗原四丁目 

6,646人 全部 

西新井二丁目 

伊興一丁目(1～17番) 

西竹の塚一丁目 

(2～6番) 

第１８投票区  
寺地小学校 

(扇 1-7-1)  
扇一丁目 5,531人 全部 

第１９投票区  
本木小学校 

(本木北町 7-1) 

本木東･西･南･北町 

7,634人 全部 本木一丁目 

本木二丁目(1～28番) 

第２０投票区  
興野公民館 

(興野 2-1-5)  

興野一・二丁目 

6,917人 全部 本木二丁目(29～終) 

扇三丁目(1～17番) 

第２１投票区  
西新井小学校 

(西新井本町 4-9-27) 

西新井本町四・五丁目 
6,611人 全部 

西新井栄町三丁目 

第２２投票区  
第五中学校 

(西新井本町 2-3-1) 

西新井本町一～三丁目 
8,299人 全部 

扇三丁目(18～終) 

第２３投票区

の一部 

栗原小学校 

(西新井栄町 2-10-18) 
栗原三丁目 3,183人 

栗原三丁

目のみ 

第５６投票区 
第十四中学校 

(西竹の塚 1-8-1) 

伊興一丁目(20～終) 

5,534人 全部 

伊興三丁目(1～6､8～19) 

伊興本町一丁目 

東伊興三丁目(1～3) 

西竹の塚一丁目(1、7～終) 

西竹の塚二丁目 

第５７投票区 
伊興小学校 

(伊興 4-16-1) 

伊興一丁目(18～19) 

9,864人 全部 

伊興二丁目(1～2､9～終) 

伊興三丁目(7､20～終) 

伊興四丁目 

伊興五丁目(1～4､6～17､

20～終) 

西伊興二丁目(1～10､12～

終) 

西伊興三丁目 

古千谷一丁目 

古千谷二丁目(1～3) 

別紙３ 



 １０ 

投票区名 投票所名(住所) 投票区域 有権者数 備考 

第５８投票区 
西新井第二小学校 

(西新井 4-34-1) 

西新井三・四丁目 

11,199人 全部 

西伊興一丁目 

西伊興二丁目(11) 

西伊興町 

伊興二丁目(3～8) 

谷在家一丁目 

第５９投票区 
西新井第一小学校 

(西新井 6-21-3) 
西新井一・五・六・七丁目 9,223人 全部 

第６７投票区 
東伊興小学校 

(東伊興 1-4-15) 

東伊興一・二丁目 

8,153人 全部 

東伊興三丁目(4～終) 

東伊興四丁目 

西伊興四丁目 

伊興五丁目(5､18～19) 

伊興本町二丁目 

第７２投票区 
古千谷小学校 

(古千谷本町 4-12-16) 

古千谷二丁目(4～終) 
6,192人 全部 

古千谷本町一～四丁目 

 

※ 有権者数は令和４年１２月１日現在 

 



 

１１ 

総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１６日 

件  名 令和５年足立区議会議員・足立区長選挙の概要について 

所管部課 選挙管理委員会事務局 

内  容 

１ 立候補予定者説明会 

  ３月２０日(月) 午後２時から（会場未定） 

２ 立候補届出(告示日) 

５月１４日(日) 午前８時３０分から午後５時まで 

３ 投票日 

５月２１日(日) 午前７時から午後８時まで 

４ 開票日 

５月２１日(日) 即日開票 

５ 当日投票所 

投票所数 ７７か所 

６  期日前投票所 

（１）投票所数 １３か所 

（２）開設期間 ５月１５日(月)から２０日(土)まで 

７ ポスター掲示場 

（１）掲示場数 ６１６か所 

（２）ポスターの大きさ ４２㎝×３０㎝以内  

８ 選挙運動用はがき 

（１）区議選挙 ２,０００枚以内 

（２）区長選挙 ８,０００枚以内 

※ 選挙用の表示部分として左上を縦７０mm×横３５mm空ける。 

９ 選挙運動用ビラ 

（１）区議選挙   ４,０００枚以内 

（２）区長選挙 １６,０００枚以内 

※ 選挙管理委員会に届け出たもの２種類以内 

※ ビラの大きさ 長さ２９．７cm×幅２１cm以内（Ａ４以内） 

10 インターネットを利用した選挙運動 

ウェブサイト等や電子メールを利用した文書図画の頒布が可能 

問 題 点 

今後の方針 

 
・ 投票日等については、あだち広報、区ホームページおよび選挙Ｐ

Ｒ動画等により、区民に広く周知していく。 

・ 選挙運動の概要等については、立候補予定者説明会等で関係者へ

の説明を行う。 
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